
Ⅳ法務－1 

Ⅳ 分野別措置事項 

 

１ 法務関係 

(1) 法務分野の基本方針 

法曹人口の大幅な増加や弁護士制度の改革によって、国民と司法とをつなぐ人

的基盤の拡充・強化を図るとともに、国民に利用しやすく分かりやすい司法制度

を構築する。 

また、企業を取り巻く経済環境の急激な変化に対応して企業統治（コーポレー

ト・ガバナンス）の実効性を確保しつつ、機動的・効率的な企業活動を可能とす

るため、取締役制度等会社の機関の在り方について、見直しを行うとともに、民

法・商法を平仮名・口語体とすることにより、国民に分かりやすいものとする等

民法・商法の抜本的見直しを行う。 

さらに、高度情報化社会（ＩＴ社会）の進展、資本市場の拡大、経済のグロー

バル化など企業を取り巻く経済環境の急激な変化の中で、我が国における経済の

活性化と企業競争力の一層の向上を意識しつつ、それらに的確かつ迅速に対応す

るための幅広い法整備を行う。 

 

(2) 法務分野の重点事項 

① 法曹人口の大幅増員等国民が利用しやすい司法制度の実現 

司法試験合格者数を、年間3,000人とするため、平成16年にはその達成を目

指すべきとされている1,500人程度への増員以降、法科大学院を含む新たな法曹

養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年頃にその達成を目指すべき

とされている3,000人程度への増員に向けて計画的かつ早期の実施を図るとと

もに、これが上限を意味するものではないという点を踏まえて、その後のある

べき法曹人口について更なる研究・検討を行う。 

また、司法制度改革審議会意見書をも踏まえ、当面の法的需要に的確に対応

するため、隣接法律専門職種について訴訟手続への関与を含む一定の範囲・態

様の法律事務の取扱いを認める方向で所要の措置を講ずるほか、司法試験合格

後の民間実務経験者等への法曹資格の付与、弁護士法第72条の見直し、弁護士

と外国法事務弁護士等との提携・協働の推進、弁護士の公務就任の制限及び営

業等の許可制の届出制移行による自由化等、法律関連サービスへのアクセス拡

充等の観点から所要の改革を行う。 
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②  コーポレート・ガバナンスの改善を含む民法・商法の抜本的見直し 

取締役会及び監査役会の在り方並びに株主代表訴訟制度の改善等により、企

業の効率性と健全性の双方を調和させるコーポレート・ガバナンスのシステム

を構築する。また、合理的かつ健全な私法上の事業組織形態の在り方について、

私法上の問題点の整理と検討を行うとともに、併せて税法上の取扱いも検討す

る。 

さらに、片仮名・文語体である民法及び商法について、現代社会に一層適合

した規定とする等の改正を行うとともに、平仮名・口語体とする。 

③ 企業の資金調達手段の多様化 

無議決権優先株の発行枠拡大やトラッキング・ストック（部門・子会社業績

連動配当型株式）に関する制度の整備等、エクイティ・ファイナンス手段の多

様化を図るとともに、動産・債権担保法制の整備による企業の資金調達の円滑

化について検討を開始する。 

④ 商法に関する電子化の推進 

株主総会の招集通知の電子化や株主総会における議決権行使の電子化、電子

媒体による株式会社の公告の実現等により、高度情報化社会（ＩＴ社会）に対

応する形で商法の改正を行う。また、会社設立に関する諸手続きについての電

子化を推し進める。 

⑤ 倒産法制の整備 

会社更生手続が、企業の迅速かつ円滑な事業再建を可能とする透明性の高い

手続となるよう会社更生法を改正するとともに、過剰債務を抱える企業の迅速

な清算が可能となる環境の整備を図るため、破産法を改正する。 
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(3) 個別事項 
ア 国民が利用しやすい司法制度の実現 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

ａ 平成14年の司法試験合格者数を1,200人程度

とするなど、現行司法試験合格者数の増加に直

ちに着手することとし、平成16年には、合格者

数1,500人程度を達成する。 

改定・法

務ア①ａ 

結論 結論に従った所要

の措置(14年の合

格者数を1,200人

程度に増加) 

①法曹人口の

大幅増員等 

（司法制度改

革推進本部、法

務省） ｂ 司法試験合格者数を、年間3,000人とするた

め、平成16年にはその達成を目指すべきとして

いる1,500人程度への増員以降、法科大学院を

含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見

定めながら、平成22年頃にその達成を目指すべ

きとされている3,000人程度への増員に向けて

計画的かつ早期の実施を図る。 

また、実際に社会の様々な分野で活躍する法

曹の数は社会の要請に基づいて市場原理によ

って決定されるものであり、平成22年頃までに

3,000人程度に増員されても、これが上限を意

味するものではないので、この点を踏まえて、

その後のあるべき法曹人口について更なる研

究・検討を行う。 

重点・法

務１(1)､

ビジネス

２(1) 

〔改定・

法務ア①

ｂ〕 

調査・検

討 

調査・研究・検討 

 

②法科大学院

非修了者へ

の司法試験

受験資格の

確保 

（司法制度改

革推進本部、法

務省） 

平成18年度より実施される新司法試験におい

ては、法科大学院を修了していない予備試験合格

者であっても、法科大学院修了者と全く同じ条件

で新司法試験を受験することができることを確

保する。 

【司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法

律（平成14年法律第138号）】 

さらに、予備試験の実施に際しては、法科大学

院修了者と同様の素養があることを判断するた

めのものであるという本来の趣旨を確保する必

要があり、したがって、新司法試験の合格率にお

いて予備試験合格者と法科大学院修了者との間

で可能な限り差異が生じないようにすべき等と

の観点を踏まえつつ、両者の公平性が保たれるよ

うに予備試験の方法や合格者数等について見直

しを行っていく。 

重点・法

務１(2)､

ビジネス

２(2) 

 措置済 

(10月法

案提出、

11 月成

立、 12

月公布) 

(17年12

月施行) 

 

 

 

 

 

逐次実

施(予備

試験は

23 年よ

り実施) 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

③専門分野（知

的財産権、国

際企業法務、

医療等）に通

じた法律家

の養成 

（文部科学省） 

 

法科大学院の設置基準について、弁護士等の実

務家が専任教員を兼務することを認め、また、必

要修得単位 93 単位の中に、有用な実定法以外の

科目を含める。こうした観点から、専門分野に通

じた法律家を養成するため必要な場合には、必要

専任教員数や必要修得単位数の引き下げも含め

て対応策を検討し、適切な措置を採る。 

また、法科大学院の設置基準については、各法

科大学院の判断で公認会計士、医師等の専門家を

入学選抜試験で優遇することを可能とする基準

とする。 

また、法学以外に専門を持たない法学部卒業者

に関して必要に応じて法科大学院以外の大学院

の科目の単位を取得するような指導も行いつつ、

法学部出身者でない法学既修者に対しても、法学

以外の学問を一定以上修得している法学部卒業

者と同様に、２年での修了を積極的に認めるよう

な運用がなされるようにするための措置を検討

する。 

さらに、法科大学院への入学者選抜に際して

は、同一の大学法人が設置する大学の学部卒業者

が優遇されたり、法学部又は法学科出身者の割合

が過大になることのないよう、第三者評価による

情報公開などを通じた実効的な措置を講ずる。 

【専門職大学院設置基準（平成 15 年文部科学省

令）及び告示】 

【学校教育法の一部を改正する法律（平成 14 年

法律第118号）】 

重点・法

務１(3)､

ビジネス

２(3) 

 一部措

置済 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

一部措

置済 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

(３月公

布) 

(14 年 

10 月法

案提出、

11 月成

立・公

布) 

逐次実

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逐次実

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４月施

行) 

(16年４

月施行) 

④法科大学院

の設立等 

（文部科学省） 

 

法科大学院の設立に関する制度設計について

は、必要な質を担保する客観的条件を満たす場合

には設立を認めることとし、設立後は、市場の評

価を通じた教育の質の改善ができるように、行政

重点・法

務１(4)､

ビジネス

２(4) 

 一部措

置済 

 

 

逐次実

施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

は正しく十分な情報公開を担保する措置を採る。 

【専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省

令）】 

【学校教育法の一部を改正する法律（平成14年法

律第118号）】 

 

(３月公

布) 

(14 年 

10 月法

案提出、

11 月成

立・公

布) 

 

(４月施

行) 

(16年４

月施行) 

⑤司法修習の

給費制の見

直し 

（司法制度改

革推進本部、法

務省） 

司法修習に関しては、法科大学院設立による実

務教育の実施を踏まえ、給費制については、法科

大学院を含めた法曹養成制度全体を視野に入れ

つつ、その廃止を含め見直し、また、修習期間が

１年に短縮されること等に伴い内容についても

見直しを行う。 

重点・法

務１(5)､

ビジネス

２(5) 

  検討・結

論 

⑥隣接法律専

門職の法律

事務の取扱

い範囲の見

直し等 

（法務省、経済

産業省） 

 

ａ 隣接法律専門職種のうち、司法書士（簡易裁

判所での訴訟代理権）及び弁理士（特許権等の

侵害訴訟での代理権）については、早急に所要

の権限を付与するための措置を講ずる。 

【司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を

改正する法律（平成14年法律第33号）】 

【弁理士法の一部を改正する法律（平成14年法

律第25号）】 

改定・法

務ア②ａ 

法案提

出 

法案成

立後公

布 

 

 

 

弁理士

につい

て措置

済 

(１月施

行) 

司法書

士につ

いて措

置 

(４月施

行) 

（財務省） ｂ 税理士については、その業務として、裁判所

において補佐人として訴訟代理人とともに出

頭し、陳述をすることができる制度を創設す

る。 

【税理士法の一部を改正する法律（平成13年法

律第38号）及び平成13年財務省令第58号】 

改定・法

務ア②ｂ 

法案成

立、公布 

措置済 

(４月施

行) 

 

（司法制度改

革推進本部、財 

ｃ 税理士、司法書士についても、規制改革委員

会の第２次見解及び司法制度改革審議会の意 

重点・法

務１(6)､ 

  引き続

き注視 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

務省、法務省） 見等を踏まえ、更なる業務拡大が可能かどうか

の観点から、引き続き、これらの法律の改正後

の状況について注視していく。 

ビジネス

２(6) 

   

遅くとも15年度末

までに措置 

⑦弁護士法第

72条の見直

し 

（司法制度改

革推進本部、法

務省、経済産業

省） 

 

弁護士法（昭和24年法律第205号）第 72条に

ついては、隣接法律専門職種の業務内容や会社形

態の多様化などの変化に対応する見地からの企

業法務等との関係も含め検討した上で、その規制

対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保

することとし、所要の措置を講ずる。 

なお、法律サービスの質的向上のためには、そ

の担い手の増加を通じた競争の活性化が重要で

あるところ、非弁護士の法律事務の取扱等を禁止

する弁護士法第 72 条については、非弁護士の法

律事務の取扱可能範囲を拡大させる観点から、例

えば、以下のような指摘も行われており、上記の

検討はこれらの指摘があることも認識しつつ行

う。 

①  弁護士法第 72 条ただし書において、弁護

士法で別に定める場合を例外としている

が、司法書士法（昭和25年法律第197号）

など他の法律で例外が定められていること

を踏まえ、これを改めるべき 

②  法廷外法律事務について、弁護士以外の専

門家（隣接法律専門職種に限定しない）が

行えるようにすべき、少なくとも、会社が

グループ内の他の会社の法律事務を有償で

受託できるようにすることを含めて消費者

保護の必要性が薄い対事業所向けの法律サ

ービスについては直ちに弁護士法第72条の

例外とすべき 

③  会社から権限を付与された社員が、当該会

社の訴訟代理人となれるようにすべき 

④  弁理士の訴訟代理権について、弁護士との

共同との条件を撤廃すべき 

（第156回国会に関係法案提出（①の指摘関係）） 

重点・法

務１(6)､

ビジネス

２(6) 

〔改定・

法 務 ア

④〕 

 

法案提

出（①の

指摘関

係） 

法案成

立後、公

布（①の

指摘関

係） 

⑧司法試験合 企業法務等の位置付けについても検討を行い、 改定・法  法案提 法案成
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

格後の民間

実務経験者

等への法曹

資格の付与 

（司法制度改

革推進本部、法

務省） 

少なくとも、司法試験合格後に民間等における一

定の実務経験を経た者について法曹資格の付与

を行うための具体的条件を含めた制度整備を行

う。 

（第156回国会に関係法案提出） 

務ア③ 出 立後、公

布 

⑨弁護士事務

所の法人化 

（法務省） 

弁護士事務所の法人化を可能とするための所

要の措置を講ずる。 

【弁護士法の一部を改正する法律(平成13年法律

第41号)】 

改定・法

務ア⑤ 

法案成

立、公布 

措置済 

(４月施

行) 

 

⑩弁護士業に

係る規制緩

和 

（司法制度改

革推進本部、法

務省） 

国際化時代の法的需要に対応するために、弁護

士と外国法事務弁護士等との提携・協働を推進す

ることは必須であるとの見地から、共同事業につ

いての目的制限の撤廃等による自由化を実施し、

外国法事務弁護士による雇用禁止規定について

は、これを撤廃すべきという指摘等があることも

踏まえて見直しを実施する。また、これらの実施

の際に弊害防止措置を設けるとしても、必要最小

限のものとする。 

（第156回国会に関係法案提出） 

重点・法

務１(7)､

ビジネス

２(7)､全

国 別 表

504、全国

実施507 

〔改定・

法務⑥〕 

 法案提

出 

法案成

立後、公

布 

（司法制度改

革推進本部、法

務省） 

また、弁護士法第30条第１項に規定する公務就

任の制限及び同条第３項に規定する営業等の許

可制について、届出制に移行することにより自由

化すべく、早期に所定の措置を講ずる。 

（第156回国会に関係法案提出） 

重点・法

務１(7)､

ビジネス

２(7) 

〔改定・

法 務 ア

⑦〕 

 法案提

出 

法案成

立後、公

布 

⑪弁護士情報

の公開の拡

充 

（法務省） 

第三者評価の導入の要否を含め、利用者に有益

な弁護士の専門分野や実績等についても広告対

象とすることについて、日本弁護士連合会に対

し、必要な協力を行うとともに、所要の措置が早

期に講じられるよう要請する。 

改定・法

務ア⑧ 

措置済   

⑫登録・入会制

度の在り方

見直し 

規制改革委員会の見解及び司法制度改革審議

会の意見書を踏まえ、 

(a) 日本弁護士連合会及び弁護士会において、弁

改定・法

務ア⑨ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

（法務省） 護士会の運営に国民の声を一層反映させるた

め、役員に資格者以外の者を任用することな

ども含めその方策を検討すること、 

(b) 弁護士の懲戒制度について、早期に透明化、

迅速化、実効のための所要の改善措置を講じ、

当該資格者の氏名を含めて懲戒処分の内容を

官報に公表した上で、その他の媒体にも公表

すること、 

(c) 日本弁護士連合会及び弁護士会について、業

務及び財務等に関する情報を公開すること 

について、日本弁護士連合会に対し措置を要請す

る。 

⑬民事訴訟に

おける訴え

提起の手数

料の見直し 

（司法制度改

革推進本部、法

務省） 

民事訴訟の訴え提起の手数料については、スラ

イド制を維持しつつ、必要な範囲でその低額化を

行う。 

（第156回国会に関係法案提出） 

改定・法

務ア⑩ 

 法案提

出 

法案成

立後、公

布・施行 

⑭管轄裁判所

合意の電子

化 

（法務省） 

第一審の管轄裁判所に関する合意を電磁的方

法によりした場合における当該合意の効力の制

限を見直す。 

重点・円

滑化別表

(1)34 

  検討・結

論 

⑮法的制度基

盤の整備 

（司法制度改

革推進本部及

び関係府省） 

ａ 和解事項の確実な履行確保のための執行力

の付与、紛争解決中の時効期間満了を避けるた

めの時効中断（停止）効の付与、苦情紛争処理

システムと裁判手続との連携強化等について、

ＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution：裁

判外紛争処理）に関する基本法としての立法化

も含めて必要な方策を検討し、所要の措置を講

ずる。 

重点・事

後チェッ

ク ３ (1)

① 

〔改定・

法務ア⑪

ｂ〕 

 

 

 

 

 

 

 

検討 

 

 

 

 

 

措置 

 

 

 

 

 

（司法制度改

革推進本部、法

務省） 

ｂ 仲裁に関する法的基盤整備のために、国連国

際商取引法委員会（ＵＮＣＩＴＲＡＬ）におけ

る検討等の国際的動向を見つつ、仲裁合意の方

式、標準的な仲裁手続の在り方、仲裁判断の承

認及び執行の裁判等について、所要の法案を提

重点・事

後チェッ

ク ３ (1)

① 

〔改定・

 法案提

出 

 

法案成

立後、公

布 



Ⅳ法務－9 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

出する。 

（第156回国会に関係法案提出） 

法務ア⑪

ａ〕 

ａ 苦情及び紛争の再発及び未然防止の役割を

期待される苦情・紛争処理機関については、消

費者・利用者保護の観点も踏まえ、個人情報の

保護及び事業者に不当な不利益を及ぼす可能

性を勘案しつつ、苦情・紛争の再発及び未然防

止に資する処理事案の内容等を早期に公開す

ることを検討する。特に、国民の生命安全に直

接かかわる事案については、適時に事案（トラ

ブルの原因究明結果等を含めた処理事案の内

容）を公表することを検討する。また、特に罰

則が課せられるような重大な違反事例につい

ては、個人情報等の合理的な理由がない限り、

事業者名の公表措置の活用を検討する。 

重点・事

後チェッ

ク ３ (1)

② 

 検討 検討 ⑯情報公開の

推進等 

（関係府省） 

ｂ 公益性の高い事案（国民の健康・安全にかか

わる事案、環境破壊等）については、内部通報

者等がそれを理由とした不利益を被ることの

ないような仕組みの構築に向け、国民生活審議

会における検討を踏まえ、所要の措置を講ず

る。 

重点・事

後チェッ

ク ３ (1)

② 

 検討 措置 

⑰情報交換の

推進 

（司法制度改

革推進本部及

び関係府省） 

苦情・紛争処理機関が相互に事案等の情報を共

有し、多面的な解決手法を得るための方策を検討

するとともに、関係機関等の連携を促進するた

め、苦情・紛争処理機関等からなる定期的な連絡

会議の早期開催に向け、所要の措置を講ずる。 

重点・事

後チェッ

ク ３ (1)

③ 

 

 

 

 

 

検討・措置 

 

 

 

⑱苦情処理委

員会の活性

化 

（内閣府） 

苦情処理委員会と地方消費者センターとの一

層の連携を強化するとともに、苦情処理委員会が

取り扱う対象事案の拡大を図るため、各地方公共

団体に対して情報提供を始め、所要の措置を講ず

る。 

重点・事

後チェッ

ク３(2) 

 

 検討 措置 

⑲総合案内窓

口の整備 

（司法制度改

革推進本部及

び関係府省） 

利用者が苦情・紛争処理機関に関する必要な情

報に的確にアクセスできるようにするための方

策を検討し、各苦情・紛争処理機関に関する情報

（組織、業務内容、過去の実績等）と苦情・紛争

処理に関する諸手続等の情報を総合的にとりま

重点・事

後チェッ

ク３(3) 

 検討・措置 



Ⅳ法務－10 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

とめ、データベース化した苦情・紛争処理に関す

る総合案内窓口（ポータルサイト等）について、

これを各都道府県単位に整備するなどにより全

国的な利用を可能とするよう、所要の支援策等を

講ずる。 

⑳適正処理の

ための規範

の制定 

（関係府省） 

ａ ⑮の法的制度基盤の整備に関する検討も踏

まえて、苦情・紛争処理機関がそれぞれの実態

に応じて、組織運営規範、紛争処理手続規範、

担当者の行為規範を適切に制定し得るための

ガイドラインの策定・周知等を含む諸方策を検

討し、所要の措置を図る。 

重点・事

後チェッ

ク３(4) 

 検討・措置 

（関係府省) ｂ 公正、効果的、かつ効率的な苦情、及び紛争

処理を行うための指針に関する国際標準化機

構（ＩＳＯ）による規格制定後、各苦情・紛争

処理機関に対して、速やかにその周知を図る。 

重点・事

後チェッ

ク３(4) 

  逐次実

施 

 

イ 商法・民法の見直し 
実施予定時期 

事項名 措置内容 
改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

①無議決権優先

株の発行枠拡

大及び優先株

発行手続の簡

素化等 

（法務省） 

資金調達手段の多様化の観点から、無議決権優

先株の発行枠拡大や優先株の発行手続の簡素化

等について、制度を整備する。 

【商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

128号）】 

改定・法

務イ① 

法案成

立、公布 

措置済

(４月施

行) 

 

②トラッキン

グ・ストック

に関する制

度の整備 

（法務省） 

株式による資金調達手段の多様化を図る観点

から、トラッキング・ストック（部門・子会社業

績連動配当型株式）について制度の整備を行う。 

【商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

128号）】 

改定・法

務イ② 

法案成

立、公布 

措置済 

(４月施

行) 

 

③種類株主の

取締役の選

解任権 

（法務省） 

各クラスの株主にそれぞれクラスごとに定め

られた一定数の取締役の選解任権を与えるよう

な形の種類株式の発行を解禁する。 

【商法等の一部を改正する法律（平成14年法律第

44号）】 

改定・法

務イ③ 

法案提

出 

法案成

立、公布 

措置（４

月施行

予定） 

④１株当たり 株式の流動性を確保する観点から、１株当たり 改定・法 措置済   



Ⅳ法務－11 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

純資産額規

制の廃止及

び株式分割

時における

株式発行授

権枠の拡大 

（法務省） 

の純資産額の規制を廃止するとともに、株式分割

時における株式発行授権枠を拡大する。 

【商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

79号）】 

務イ④ (10月施

行) 

⑤検査役調査

制度の改善 

（法務省） 

検査役調査制度について、現物出資等の際の検

査役調査に代わるものとして、弁護士等の専門家

による財産の価格の証明制度を拡充する。 

【商法等の一部を改正する法律（平成14年法律第

44号）】 

改定・法

務イ⑤ 

法案提

出 

法案成

立、公布 

措置 

(４月施

行予定) 

⑥取締役会及

び監査役会

の在り方及

び株主代表

訴訟制度の

改善 

（法務省） 

コーポレート・ガバナンスの実効性をより高め

る観点から、業務執行機関と監督機関の分離、社

外取締役監査と監査役監査との間の選択制の採

用、取締役・監査役・執行役員の権限の明確化、

完全子会社における法制の簡素化、株主代表訴訟

制度の改善等について検討するとともに、商法の

強行法規性の緩和を図る方向で、機関の在り方の

見直しを行う。 

【商法及び株式会社の監査等に関する商法の特

例に関する法律の一部を改正する法律（平成13年

法律第149号）（株主代表訴訟制度の改善等につい

て）】 

【商法等の一部を改正する法律（平成14年法律第

44号）】 

改定・法

務イ⑥ 

 

 

 

株主代

表訴訟

制度の

改善等

につい

ては、法

案成立、

公布 

 

法案成

立、公布 

 

株主代

表訴訟

制度の

改善等

につい

ては、措

置済 

(５月施

行) 

措置 

(４月施

行予定) 

⑦株主総会制

度の改善 

（法務省） 

株式会社の経営の効率化を図り、その業務執行

の適正を確保することにより、株主の権利を実現

するという観点から、株主総会については、株主

総会特別決議の定足数の見直し、株主名簿の閉鎖 

期間及び基準日の期間の制限の廃止又は緩和、株

主提案権行使期限の繰上げ、株主総会の決議事項

の軽減、会社の情報の適正な開示の在り方につい

て、これらが相互に密接に関連するものであるこ

とに留意しつつ、検討し、改善する。 

【商法等の一部を改正する法律（平成14年法律第

改定・法

務イ⑦ 

法案提

出 

法案成

立、公布 

措置 

(４月施

行予定) 



Ⅳ法務－12 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

44号）】 

⑧ストック・オ

プション制

度の改善 

（法務省） 

ストックオプション制度に関して、発行手続の簡素

化、付与対象者の拡大、付与限度枠の拡大等を図る。 

【商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

128号）】 

改定・法

務イ⑧ 

法案成

立、公布 

措置済 

(４月施

行) 

 

⑨株券不発行

制度の導入 

（法務省） 

株券の不発行を認める制度を導入するととも

に、株式について新しい振替制度を構築する。 

重点・法

務５､全

国 別 表

502 

  15 年中

に法案

提出 

⑩商業帳簿等

の電子化 

（法務省） 

システム化による業務効率向上を図る観点か

ら、監査報告書、株主総会議事録、取締役会決議

議事録について、電子署名、電子認証、電子的閲

覧等の仕組みが整備されている場合には、電子デ

ータによる作成・保存を認める。 

定款等についても、同様の観点から、電子署名、

電子認証、電子的閲覧等の仕組みが整備されている

場合には、書面での作成及び備置きは不要とする。 

【商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

128号）】 

改定・法

務イ⑨ 

法案成

立、公布 

措置済 

(４月施

行) 

 

⑪株主総会の

招集通知の

電子化 

（法務省） 

インターネットや電子メール経由による招集

通知を希望する株主に対しては、企業のコスト軽

減、環境への配慮の観点から、インターネットや

電子メール経由での通知を認める。 

【商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

128号）】 

改定・法

務イ⑩ 

法案成

立、公布 

措置済 

(４月施

行) 

 

⑫株主総会に

おける議決

権行使の電

子化 

（法務省） 

株主総会参加のための時間・距離・コストの制

約を取り除き、より多くの株主との意思疎通を図

り、同時に定足数の確保を図る観点から、株主が

希望する場合には、議決権行使書面の電子化を認

めるための所要の措置を講ずる。 

【商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

128号）】 

改定・法

務イ⑪ 

法案成

立、公布 

措置済 

(４月施

行) 

 

⑬電子媒体に

よる株式会

社の公告の

実現 

企業のコスト削減の観点、高度情報社会の進展

等を総合的に勘案した上で、電子媒体による公告

を会社の公告として認めることについて、結論を

得た上で所要の措置を講ずる。 

重点・法

務６､全

国 別 表

501 

法案成

立、公布 

一部措

置済 

(４月施

行) 

15 年中

に法案

提出 



Ⅳ法務－13 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

（法務省） 【商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

128号）】 

〔改定・

法 務 イ

⑫〕 

検討・結

論 

検討（16年度措置） ⑭登記のオン

ラインによ

る一括申請

及び登記事

項の電子化 

（法務省） 

企業の負担を軽減する観点から、本店及び支店

の登記を一括してオンラインにより申請するこ

とができるようにする。 

また、利用者の利便性向上の観点から、登記情

報の電子化を早期に完了する。 

改定・法

務イ⑬ 

逐次実施 

⑮会社設立に

関する諸手

続について

の電子化 

（法務省、総務

省、財務省、厚

生労働省） 

起業者が会社設立に要している時間や事務負

担を大幅に削減する観点から、会社設立に関する

諸手続（会社設立登記後の各種申請等の公的手続

を含む）の電子化を一層推進する。 

重点・新

事 業 ２

(1)②イ、

円滑化別

表(1)27 

 継続的に実施 

⑯商法開示と

証券取引法

開示の調整 

（法務省） 

企業情報の開示の在り方について、証券取引法

に基づく財務諸表（個別企業の財務諸表）との整

合性が確保されるよう、商法及び法務省令の規定

を整備する。 

【商法等の一部を改正する法律（平成14年法律第

44号）】 

改定・法

務イ⑭ 

法案提

出 

法案成

立、公布 

措置 

(４月施

行予定) 

⑰私法上の事

業組織形態

の検討 

（法務省、財務

省） 

合理的かつ健全な私法上の事業組織形態の在

り方について、私法上の問題点の整理と検討を行

うとともに、併せて税法上の取扱いも検討する。 

 

重点・新

事 業 ２

(1)①イ 

〔改定・

法 務 イ

⑮〕 

 検討開

始 

検討 

⑱投資事業有

限責任組合

制度の拡充 

（経済産業省） 

我が国における事業資金供給の一層の拡大を

図る観点から、「中小企業等投資事業有限責任組

合契約に関する法律」に基づく投資事業有限責任

組合について、その投資対象や投資事業範囲の拡

充を図る。 

【中小企業等が行う新たな事業活動の促進のた

めの中小企業等協同組合法等の一部を改正する

法律（平成14年法律第110号）】 

重点・新

事 業 １

(1)②､法

務２､全

国 別 表

1108 

 一部措

置済 

(12月施

行)、 

検討 

検討 



Ⅳ法務－14 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

⑲企業組合制

度の改善 

（経済産業省） 

 企業組合制度における組合員資格や組合員比

率、組合員従事比率について、各々要件緩和する。 

【中小企業等が行う新たな事業活動の促進のた

めの中小企業等協同組合法等の一部を改正する

法律（平成14年法律第110号）】 

重点・新

事 業 ２

(1)①ア､

全国別表

1109 

 措置済 

(２月施

行) 

 

⑳新事業創出

促進法の改

正による最

低資本金規

制の緩和 

（経済産業省） 

より簡易な起業制度の整備を図る観点から、会

社設立時の最低資本金規制について、商法等の特

例措置を講ずる。 

【中小企業等が行う新たな事業活動の促進のた

めの中小企業等協同組合法等の一部を改正する

法律（平成14年法律第110号）】 

重点・新

事 業 ２

(1)②ア 

 措置済 

(２月施

行） 

 

21産業再生法

の改正 

（経済産業省） 

産業再編の加速化や事業の早期再生を迅速か

つ円滑に進める観点から、取締役会決議し得る簡

易合併や簡易分割等の範囲の拡大、企業合併にお

ける対価の柔軟化、認定計画に従って行われる現

物出資時等に要する検査役調査の免除等、商法上

の特例措置を講ずる。 

（第156回国会に関係法案提出） 

重点・法

務４ 

 法案成

立後公

布 

 

22商法の平仮

名・口語化及

び有限会社

法制の抜本

的見直し 

（法務省） 

片仮名・文語体である商法を平仮名・口語体に

する。また、有限会社を中心とする中小会社法制

について、閉鎖的な会社の特質に見合ったものと

する。 

（平成17年を目途に法案提出） 

重点・法

務７ 

〔改定・

法 務 イ

⑯〕 

検討 検討 検討 

23民法の平仮

名・口語化を

含めた財産

法制の抜本

的見直し 

（法務省） 

社会の変化や経済の発展に伴い、新たな形態の

取引が登場してきていること等にかんがみ、民法

の契約に関する規定を現代社会に一層適合した

ものとする等、契約法制を中心に債権債務関係規

定の一層の合理化を図るとともに、民法（第１編

から第３編まで）を平仮名・口語体とする。 

（平成17年を目途に法案提出） 

改定・法

務イ⑰ 

検討 検討 検討 

24動産・債権担

保法制の整

備による資

金調達の円

滑化 

事業者の資金調達の円滑化を支援する観点も

踏まえ、動産担保法制及び債権担保法制の整備に

関するニーズの有無、問題点の洗い出し等につい

て検討を行う。 

重点・新

事 業 １

(2)③､法

務３ 

  検討開

始 



Ⅳ法務－15 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

（法務省） 

ａ 会社更生法に関して、更生手続開始の条件の

緩和や債権確定手続の迅速化のための見直し等

も含めて総合的な検討を行い、会社更生手続が、

企業の迅速かつ円滑な事業再建を可能とする透

明性の高い手続となるよう会社更生法を改正す

る。 

【会社更生法（平成14年法律第154号）】 

改定・法

務イ⑱ 

 

 

 

 

検討 法案成

立、公布 

 

措置 

(４月施

行予定) 

25倒産法制の

整備 

（法務省） 

ｂ 過剰債務を抱える企業の迅速な清算が可能とな

る環境の整備を図るため、破産法を改正する。 

なお、破産法の改正作業に際しては、賃料債権

の処分等についての効力を制限している規定

の在り方や、適正価格により不動産等の資産を

売却した際の否認制度の在り方などについて、

「破産法等の見直しに関する中間試案」に対す

る意見等を踏まえた検討を行い、結論を得る。 

重点・金

融２(5) 

〔改定・

法 務 イ

⑱〕 

検討 検討 

 

法案提

出 

26競売の実効

性確保 

（法務省） 

<住宅ア41の再

掲> 

 

民法（明治29年法律第89号）第395条の短期賃

貸借保護制度については、抵当権に後れる賃借権

で事前に抵当権者が合意しないものは競売実施

後の存続を一切認めないなど、廃止を基本として

検討する。 

また、以下の点を含め、競売制度ひいては担保

制度に関する制度面、運用面の両面について必要

な見直し・改善を検討する。 

（ａ）競売参加者による物件内覧の機会の拡充 

（ｂ）占有の正当性を占有者が挙証できない場合

につき占有権原を否定する途を開くこと 

（ｃ）民事執行法（昭和54年法律第４号）の保全

処分など占有排除に関する処分については、

当事者を確知できなくともその物件の占有

者に対して効力が及ぶような立法措置 

（ｄ）最低売却価額の制度の在り方 

（ｅ）競売物件の瑕疵担保責任の在り方 

（第156回国会に関係法案提出） 

改定・法

務イ⑲ 

検討 法案提

出 

措置（法

案成立

後公布、

公布後

１年以

内に施

行予定） 

27競売手続に

おける民間

競売手続について、現在行われている競売物件

の評価及び情報提供についての民間委託の運用

重点・官

製(1)⑯ 

  検討・結

論 



Ⅳ法務－16 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

参入の推進 

（法務省） 

が適切に行われるよう、その実情を調査し、運用

上見直すべき点について所要の措置（運用改善に

ついての要望を含む。）を採る。 

 

ウ その他 
実施予定時期 

事項名 措置内容 
改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

ＩＴ経済社会における刑事の基本法制につい

て、高度情報通信ネットワーク社会の安全性及び

信頼性の確保に資するため、法的基盤の整備を行

う。 

    

ａ  平成13年中に、刑法において、支払用カード

の偽造等の犯罪に関する罰則を整備する。 

【刑法の一部を改正する法律（平成13年法律第

97号）】 

改定・法

務ウ①ａ 

措置済 

(７月施

行） 

  

①ＩＴに係る

刑事基本法

制の整備 

（法務省） 

ｂ 平成17年までに、各種ハイテク犯罪に対する

罰則、情報通信ネットワークに関する捜査手続

について、必要に応じた法整備を行う。 

改定・法

務ウ①ｂ 

必要に応じて法整備 

②外国人ＩＴ

技術者受入

れ関連制度

の見直し 

（法務省） 

ＩＴ技術者などの専門的・技術的分野の業務に

従事する外国人を一層積極的に受け入れ、我が国

における高度な技術や知識を有する人材の確保

を図るため、ＩＴ技術者に関する上陸許可基準等

外国人受入れ関連制度の見直しについて検討を

行い、所要の措置を講ずる。 

【平成13年法務省令第79号（平成13年12月28日施

行）により制度改正を実施、新制度の下で補充的

に必要な措置について平成13年法務省告示第579

号（平成13年12月28日施行）、平成14年法務省告

示第302号（平成14年７月19日施行）、引き続

き逐次実施】 

改定・法

務ウ② 

13年度中に検討・結論 

結論に基づき逐次実施 

③外国人学生

の実習に係

る特定活動

の在留資格

に係る要件

の緩和 

夏季休暇期間等を利用して本邦企業での実習

活動（インターンシップ）を行う外国人学生の入

国に際しては、原則として、その実習活動により

当該学生の在籍する大学の単位が取得できるも

のでなければならないこととしているが、インタ

ーンシップを容易にする観点から、この条件を廃

重点・法

務８､全

国 別 表

506 

  措置 



Ⅳ法務－17 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

（法務省） 止する。 

また、同様の観点から、特定活動の在留資格によ

り入国するために必要な提出書類を削減する。 

④刑務所にお

ける民間参

入の推進 

（法務省） 

刑務所については、民間委託が可能な範囲を

明確化し、ＰＦＩ手法の活用等により、民間委

託を推進する。 

重点・官

製(1)⑩ 

  措置 

 


